
入 札 公 告 (建設工事)

次のとおリー般競争入札に付します。

令不日8年 5月 8日
経理責任者

独立行政法人国立病院機構

さいがた医療

院長 佐久間 寛之

1.工事概要
(1)工 事 名 独立行政法人目立病院機構 さいがた医療センター 空調設備更新整備
(医療観察法病棟)(3期 )工事
(2)工事場所 新潟県上越市大潟区犀潟 468二 1

独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター内

(3)工事内容 本工事は、医療観察法病棟の空調設備更新を行 うものである。_
21病棟空調設備更新整備一式

(4)工   期 約 9ヶ月以内 (最終完成工期は令和 8年度予定)

2.競争参加資格
(1)次の①から③の条件を満たしていること。

① 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得
ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号 )第 32

条第 1項各号に掲げる者及び独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する

規程 (平成 27年規程第 63号)第 2条第 1項各号に掲げる者に該当しないこと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、特別の理由がある場合に該当する。

② 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があつた後一定期間経過
していない者に該当しないこともこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する

者についても同様とする。

なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指名停

止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品
質若しくは数量に関して不正の行為をした者

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた
めの連合をした者

二 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げ
た者

五 正当な理由なく契約を履行しなかつた者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意
に虚偽の事実に基づき過大な額で行つた者

七 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2年を経過しない者を契約の履行に当
たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

人 前各号に類する行為を行つた者
③ ②に該碧する者を入札代理人として使用する者に該当しないこと。
(2)厚生労イ動省から関東甲信越地域における「管工事」に係る一般競争 (指名競争)参加資格
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の認定を受けていること。 (会社更生法 (平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続
開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争

(指名競争)参力日資格の再認定を受けていること。 )
(3)厚生労働省から関東甲信越地域における「管工事」においてA、 B又はC等級に属してい
ること。また、(2)の再認定を受けた者にあうては、当該再認定の際に関東甲信越地域にお

ける「管工事」においてA、 B又はC等級に属していること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てをした者 ((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料 (以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人国立病院機構の理
事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。

(6)次 に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。専任

の要否は建設業法による。

① 次のいずれかの資格を有する者であること。
1級又は 2級管工事施工管理技士

② 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で
あること。

(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし

て、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3.入札手続等
(1)担 当部署

〒949-3103 新潟県上越市大潟区犀潟 468-1
独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター 企画課 業務班長
電 話  025-534-3131 内線 2614
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法

令和 8年 5月 11日 (月 )か ら令和 8年 5月 25日 (月 )まで (土 日祝日を除く毎日8時 30
分から17時 00分まで)(1)担 当部署にて交付する。交付にあたつては、実費を徴収する。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

令和 8年 5月 11日 (月 )8時 30分から令和 8年 5月 25日 (月 )17時 00分 (土 日祝日
を除く。)までに (1)担当部署に持参又は郵送すること。 (資料の作成にかかる費用は提出
者の負担とし、提出された資料は、当該経理責任者による競争参力日資格の確認以外に無断で

使用する事はできない。また(提出された資料は返却されない。)
(4)開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

令和 8年 6月 18日 (木)10時 00分 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター
講堂 (ただし、郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 8年 6月 17日 (水)17
時 00分までに (1)担当部署に必着すること。)に持参すること。
4:その他
(1)手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2)契約の履行保証

落札者は、請負代金が 1,000万 円を超える場合、公共工事履行保証証券による保証 (2年
の契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金

額は、請負代金相当額の 10分の 3以上とする。
(3)入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しな

かった者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する

条件に違反した入札は無効とする。
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(4)交渉権者及び契約価格の決定

① 契約する事項に関する仕様書、設計書等に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で有効な入札を行つた入札者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、入札した価

格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者 (以下「第一交

渉権者」という。)の 申込みの価格が契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ

ととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、次順位の交渉権者を

その契約の第一交渉権者とすることがある。

② 契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格を決定する。
ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から10日 以内に契約締結に至らなかつた

場合は、経理責任者は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行うことができる。

(5)手続における交渉の有無 無。
(6)契約書作成の要否 要。
(7)関連情報を入手するための照会窓口

3.(1)担当部署に同じ。
(8)一般競争 (指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
2.(2)に掲げる一般競争 (指名競争)参加資格の認定を受けていない者も 3。 (3)に より
申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受

け、かつ、一般競争 (指名競争)参加資格の認定を受けなければならない。
(9)詳細は入札説明書による。
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